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当協議会は、ＳＮＳを活用した広告宣伝に関する実態調査を実施した結果、一部において必要

表示事項の表示もれや不当な価格表示となるおそれのある表示が見られたため、この度、「ＳＮＳ

を活用した広告宣伝を行う際の留意点」をとりまとめました。 

会員各社におかれましては、ＳＮＳを活用した広告宣伝を行う際は、本留意点を参考にして  

いただき、規約に基づく適正な表示を行われますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ＳＮＳを活用した広告宣伝に関する実態調査結果のポイント＞ 

◇ＳＮＳは主に、車両紹介（特徴・機能）やキャンペーン・イベント告知、入庫車・在庫車の紹介

等として活用されているが、一部において、割賦販売価格やリース料金等を表示した場合

の必要表示事項の表示もれや不当な価格表示となるおそれのある表示等が見られた。 

➡調査結果の詳細はこちらをご参照ください 

 

＜ＳＮＳを活用した広告宣伝を行う際の留意点のポイント＞ 

◇SNSにおいて広告宣伝を行う際も、規約で定める必要表示事項をすべて表示すること。 

◇ただし、文字数の制限等により、スペース内に全て表示することが困難な場合は、詳細な

情報をリンク先等で表示した上で、別途定める「最低限必要な表示事項」を明瞭に表示し、

そこからリンク先を必ず確認するよう誘導する等の対応を行う方法も可とする。 

 

  ＜スペース内に全て表示することが困難な場合の対応例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

➡「ＳＮＳを活用した広告宣伝を行う際の留意点」の詳細につきましては、次頁以降を 

ご確認ください。 

●・・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ＡＦＴＣ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

「ＳＮＳを活用した広告宣伝を行う際の留意点」について 

この件に関するお問い合わせは・・・ 

一般社団法人自動車公正取引協議会 四輪車業務部まで 

ＴＥＬ ０３－５５１１－２１１１  ＦＡＸ ０３－５５１１－２１１２ 

 詳細情報の入手先 

 

規約に基づく 

必要な表示事項 

をすべて表示 

●「最低限必要な表示事項」を表示 

●「詳細情報の入手先」に誘導 

①リンク 

②テキスト 

③画像 

https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/sns_chosa_kekka.pdf
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ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）を活用した広告宣伝を行う際の留意点 

２０２４年３月１３日〇新車委員会決定 

中古車委員会決定 

２０２４年３月１２日〇大型車委員会決定 

１．概 要 

当協議会は、２０２２年１０月から１２月に実施した、「ＳＮＳを活用した広告宣伝に関する実態

調査」の結果を踏まえ、文字数に制限がある場合等、必要表示事項をスペース内に全て表示す

ることが困難な場合は、表示内容により、詳細な情報をリンク先等で表示した上で、別途定める

「最低限必要な表示事項」を明瞭に表示し、そこからリンク先を必ず確認するよう誘導する等の

対応を行う方法も可とする等、媒体の特性に応じた表示方法を整理し、「SNS を活用した広告

宣伝を行う際の留意点」としてとりまとめました。 

※規約第２条第５項（「表示」の定義）において、LINE や Facebook、X（旧：Twitter）等の

SNSの表示も規約の対象となることが定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本的な考え方 

１）SNSにおいて広告宣伝を行う際も、規約で定める必要表示事項をすべて表示すること。 

２）ただし、文字数の制限等により、必要表示事項をスペース内に全て表示することが困難な場

合は、別途定める「最低限必要な表示事項」を表示した上で、そこから詳細な情報を記載した

リンク先を必ず確認するよう誘導する等の対応を行うこととする。 

３）本留意点は、文字数等に制限のある媒体を対象としたものであるため、ＹｏｕＴｕｂｅ動画等は

対象外とする（動画はテレビＣＭと同様に扱う）。 

 

  

＜規約第2条第5項＞ 

 この規約において「表示」とは、顧客を誘引する手段として、事業者が自己の供給する商品の 

取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。 

（1） 商品による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示 

（2） 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似するものによる広告その他の 

表示（ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。）及び口頭による広告その他の

表示（電話によるものを含む。） 

（3） ポスター、看板（プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。）、 

ネオンサイン、アドバルーンその他これらに類似するものによる広告及び陳列物又は実演

による広告 

（4） 新聞紙、雑誌、その他の出版物、放送（有線電気通信設備又は拡声器による放送、電光に

よる広告 

（5） 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示（インターネット、パソコン通信等

によるものを含む。） 
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３．新車関係 

１）最低限必要な表示事項及び詳細情報の入手先の表示等 

№ 表示内容 最低限必要な表示事項 詳細情報の入手先の表示 

1 

割賦販売価格 

及びリース料金、 

ｻﾌﾞｽｸ等賃貸料金

の表示 

※月額料金等を 

表示した場合 

１）割賦及びリース・賃貸である旨 

２）他にも支払条件がある旨又は終了

時に条件がある旨 

３）詳細情報の入手先 

※規約運用の考え方（バナーの表示）

に準ずる （【対応例①】参照） 

①詳細情報をリンク先で表

示した上で、リンク先等

を明瞭に表示 

 例）詳しくはこちらから 

 

②詳細情報をリンク先で表

示した上で、リンク先を

テキストで明瞭に表示 

 例）詳しくは以下参照 
  (URL) https://…… 

 

③詳細情報を画面内に表

示した画像で確認でき

るようにする等、明瞭に

表示 

2 運転支援機能 

１）運転支援機能である旨 

２）機能には限界がある旨 

３）詳細情報の入手先 

※規約運用の考え方（バナーの表示）

に準ずる （【対応例②③】参照） 

3 燃料消費率 

１）WLTC モード（国土交通省審査値）

である旨 

２）詳細情報の入手先 

※規約運用の考え方（バナーの表示）

に準ずる 

ＳＮＳ等でも 

問題となる主な表示 

●以下の表示は、SNS等でも問題となるため、行わないこと 

▶ 公式テスト値以外の燃費値、公式テスト値に基づく計算値の  

表示 

▶ 運転支援機能について「自動ブレーキ」の表示や、「（自動で）  

止まる」、「安全」等の断定的な用語の表示 

 

２）留意点に基づく対応例 

  対応例① リース料金を表示した際の、必要表示事項の表示もれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➡ リンク（詳細情報の表示場所）先等へ誘導、リンク先で詳細を明瞭に表示 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

スカーレットのリースプラン 

頭金０円で 

月々定額１８，０００円～ 

必要な費用がすべてコミコミ 

短納期です 

スカーレットのリースプラン 

頭金０円で 

月々18,300円～ 

必要な費用がすべてコミコミ 

ご確認ください 

  

スカーレットのリースプラン 

月々18,300円～ 

その他、支払条件の詳細は 

こちらをご確認ください 

  

対応例 

https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/aftcinfo_20200319.pdf
https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/aftcinfo_20200319.pdf
https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/aftcinfo_20210928_1.pdf
https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/aftcinfo_20210928_1.pdf
https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/nennpi_1.pdf
https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/nennpi_1.pdf
https://www.aftc.or.jp/
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対応例② 運転支援機能について表示した際の機能説明や作動条件等の表示もれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応例③ 運転支援機能について表示した際の機能説明や作動条件等の表示もれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 画像で必要表示事項の詳細を明瞭に表示 

➡ テキストでホームページ（詳細情報の表示場所）等へ誘導、誘導先で詳細を明瞭に表示 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セーフティサポート機能が装備されている 

ため、運転に不慣れな方でも安心の１台と  

なっています。 

只今、新車で即納が可能です 

セーフティサポート機能が装備されている 

ため、運転に不慣れな方でも安心の１台と 

なっています。  

セーフティサポート搭載 

 運転支援機能には限界があります 

 詳しくは、ホームページをご覧ください 

 https://www.aftc.or.jp/…… 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セーフティーサポート機能が装備されている

ため、運転に不慣れな方でも安心の１台とな

っています。 

只今、新車で即納が可能です 

運転支援機能に関する説明が表示 

されていない 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

 

 

 

セーフティサポート機能 

について 

セーフティ機能は、ドライバーの

運転支援を目的としているため、
機能には限界があり、路面や天候
等の状況によっては作動しない場

合があります。 
機能を過信せず安全運転を行って
ください。詳しくは店頭又はWeb

をご確認ください。 
https://www.aftc.or.jp…… 

対応例 

対応例 

続けて投稿 

次の画像で必要な表示事項を表示 
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４．中古車関係 

１）最低限必要な表示事項及び詳細情報の入手先の表示等 

№ 表示内容 最低限必要な表示事項 詳細情報の入手先の表示 

1. 

販売価格を表示し

た際の必要表示

事項 

１）「支払総額」、「車両価格」、「諸費用」 

２）定期点検整備の有無 

３）保証の有無 

４）詳細情報の入手先 

※ウェブサイト一覧での表示に準ずる 

（【対応例①②】参照） 

①詳細情報をリンク先で表

示した上で、リンク先等

を明瞭に表示 

 例）詳しくはこちらから 

 

②詳細情報をリンク先で表

示した上で、リンク先を

テキストで明瞭に表示 

 例）詳しくは以下参照 
  (URL) https://…… 

 

③詳細情報を画面内に表

示した画像で確認でき

るようにする等、明瞭に

表示 

2. 

割賦販売価格 

及びリース料金、 

ｻﾌﾞｽｸ等賃貸料金

の表示 

※月額料金等を 

表示した場合 

１）割賦・リース・賃貸である旨 

２）他にも支払条件がある旨又は終了

時に条件がある旨 

３）詳細情報の入手先 

※規約運用の考え方（バナーの表示）

に準ずる 

ＳＮＳ等でも 

問題となる主な表示 

●以下の表示は、SNS等でも問題となるため、行わないこと 

▶ 二重価格表示、値引表示（【対応例③】参照） 

▶ 価格が安い旨（激安、超特価等）の表示 

▶ 販売できない・販売する準備ができていない車両の掲載 

（おとり広告） 

▶ 新車であるかのように誤認される表示（新古車、未使用車等） 

 

２）留意点に基づく対応例 

  対応例① 販売価格を表示した場合の必要表示事項の表示もれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●リンク（詳細情報の表示場所）先等へ誘導、リンク先で詳細を明瞭に表示 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年式コートリ１．５X 

が入庫しました！ 

価格５８．０万円 

このお車は現在生産終了なの

で市場で入手可能なのは中古

のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２０１３年式コートリ 1.5X 

が入庫しました！ 

５８．０万円 

コートリ１.５Ｘ初度登録２０１３年 

 支払総額６７．８万円 

車両５８．０万円 

諸費用9.8万円 

定期点検整備付 

部分保証付（３ヶ月・５千㎞） 

 その他、車両等の詳細は、 

こちらをご確認ください 

 

対応例 

https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/aftcinfo_20200319.pdf
https://www.aftc.or.jp/content/files/pdf/aftc_info/aftcinfo_20200319.pdf
file:///C:/Users/AFTC03/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S0SP2L2P/②%20「標準装備」、「主要装備」である旨を表示した上で、装備品等について
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対応例② 販売価格を表示した場合の必要表示事項の表示もれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応例③ 自店通常価格を比較対照価格とした二重価格表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➡ 画像で必要表示事項の詳細を明瞭に表示 

➡ 消費者に、販売価格が実際のものより著しく安いと誤認される、不当表示となるおそれ 

があるため、行わないこと 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

車台番号（下３桁）１２３ 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３年式コートリ１．５X 

が入庫しました！ 

価格５８．０万円 

このお車は現在生産終了なの

で市場で入手可能なのは中古

のみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  車台番号（下３桁）１２３ 

 

 

 支払総額６７．８万円 
車両５８．０万円、諸費用9.8 万円 

●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年式コートリ１．５X 

期間限定特別プライス！ 

通常１３８．９万円のところ、 

２０万円引きで、なんと！ 

１１８．９万円！お得！ 

期間限定特別プライス！ 

通常１３８．９万円のところ、 

２０万円引きで、なんと！ 

１１８．９万円！お得！ 

必要表示事項が全て表示されていない 

 

対応例 

続けて投稿 

次の画像で必要表示事項を表示 


